
平成23年4月8日 職 員会 議資料

平成23年 度行事予定の変更(案)

学校長 永井英司

東日本大震災による臨時休校に伴い、次の要領で現行の行事予定を別紙の通りに変更する。

1.臨 時休 校期間

平成23年4月8日(金)か ら4月26日(火)と する。

2.臨 時休校による16日 分の授 業の補充は、次の基本方針により8月末 日までに完 了する。

(1)現 行の4月27日(水)か ら8月24日(水)の 期間における5日 分の土休 日を授業 日とする。

9月 以降 の土休 日は数字のみ変更する。

(2)現 行の第1学 期中間試験の3日間を全て授業日に振り替える。

(3)夏 季休 業期 間を7月21日(木)か ら8月16日(火)に 短縮 し、第2学 期始業式を8月17日(水)と する。

3.学 校行事の中止及び日程変更について

(1)中1キ ャンプは中止する。

(2)創 立125周 年記念運動会は日程を繰り下げて実施する。

(3)外部機関との調整により実施日程等が未定の行事は?の 表記をするか欄外に記載する。

4.留 意事 項

(1)教 育実習期 間は5月23日 から6月18日 の期間とする。ただし、希望があれば開始 日については実

習生の都合に合わせる。

(2)欄 外 の行事 については、それぞれ担当部署で検討する。

5.そ の他

理事会開催日と重複することにより職員会議の日程を次の通り変更する。
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平成23年 度行事予定の変更(案)

学校長 永井英司

東日本大震災による臨時休校に伴い、次の要領で現行の行事予定を別紙の通りに変更する。

1.臨 時休校期 間

平成23年4月8日(金)か ら4月26日(火)と する。

〈TG学 則第6条3項 〉臨時休業)非 常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。

2.臨 時休校による16日 分の授 業の補 充は、次の基本 方針により8月末 日までに完 了する。

(1)現 行の4月27日(水)か ら8月24日(水)の 期 間における5日 分 の土休 日を授 業 日とする。

9月 以降の土休 日は数字のみ 変更する。

(2)現 行の第1学 期 中間試験の3日 間を全て授業 日に振り替 える。

〈評価について〉

「試験の成績を基本とするが、今年度は特に、試験の欠席を考慮し単元ごとの確認テスト等を実施すること」となります

①日常の学習活動状況(授 業への参加状況を記録しておく。小テストの実施)

②諸提出物(ノート検査やレポ一ト提出)

③実技等の項目を加えて評価する。

(3)夏 季 休 業 期 間 を7月2旧(木)か ら8月16日(火)に 短 縮 し、第2学 期 始 業 式 を8月17日(水)と す る。

<7日分の授業 日が確保できる>

3.学 校 行 事 の 中止 及 び 日程 変 更 につ いて

(1)中1キ ャンプは 中 止 する。

(2)創 立125周 年 記 念 運 動 会 は 日程 を繰 り下 げて実 施 す る。

(3)外 部 機 関 との 調 整 により実 施 日程 等 が 未 定 の行 事 は?の 表 記 をす るか欄 外 に記 載 す る。

4.留 意事項

(1)教 育実習期 間は5月23日 から6月18日 の期 間とする。ただし、希望があれば開始日については実

習生の都合に合わせる。

(2)欄 外の行事については、それ ぞれ担当部署で検討する。

〈中・高総体が中止の場合、その代休B・1臼分が授業日となる。>

5.そ の他

理事会 開催 日と重複することにより職員会議の日程を次の通り変更する。

3月14日(水)定 例会議(8:30)(中 ・高)自宅学習)

※ 行事 予定の一部改正が承認されたならば、平成23年 度の授業 日数と2学期 以降の授業の補正 を行い

お知らせいたします。

※2.教 務内規1-8-(2009)7.欠 席 ・欠課 ・遅刻 ・早退

(1)次の場合は、出席すべき日数としない

忌引・学校保健安全法施行規則の定める感染症による出席停止・非常変災による欠席。

ただし、欠席が長期に亘る場合は、授業を受ける環境づくりに配慮(バス運行等)する必要がある。

生徒 ・保護者の責任によらないものについては出席とみなす等の措置(公 欠等)が 必要か?

2011.4.8職 員会議 〈教務部連絡 〉

り



1.校 務分掌変更に伴う変更

教員室机配置を会議終了ご行ってください。

2.平 成23年 度教室配置は掲 示の通 りです。

4月18日 の在校生登校 日に大掃 除をして、新学年に引き継いでください。

なお、4月19日 より新 年度へ 向けての作 業が入ります。新学期まで普通教室は一般生徒の使用

はできません。

用に

※2.公共交通機関の乱れ(不通。間引き運転。渋滞による遅れ)や通行止め等の交通規制

危険区域立ち入り禁止によるもの

生徒本人・保護者の責任によらない欠席・遅刻・欠課は公認扱いとする。

※3.平 成23年 度 の第一学期 の評価 については、試験の成績を基本とするが、試験の欠席を考慮し、

単元ごとの確認テスト等を実施すること。

(1)日 常の学 習活動状況(授 業への参加状況を記録 しておく。小テストの実施)

(2)諸 提出物(ノ ート検査やレポート提 出)

(3)実 技等の項 目を加えて評価する。


